
GHS ＧＨＳ国連勧告
1.4.10.5.5.1
作業場用の

表示

GHSの対象となる製品には、作業場に供給される時点でGHSのラベルが
付けられるが、そのラベルは、作業場においてもその供給された容器に
ずっと付けておくべきである。また、GHS のラベルあるいはラベル要素は
作業場の容器にも使用されるべきである。所管官庁は同じ情報を作業者
に伝える代替手段として、事業主が、異なる記述あるいは表示様式を用い
ることを許可することができる。ただし、このような様式は作業場において、
より適切で、必要な情報がGHS ラベルと同様に有効に伝達される場合に
限る。例えば、ラベル情報を個々の容器上に付すのではなく、作業区域内
に表示することもできる。

○

労働者に対してGHS ラベルに含まれる情報を示すための代替手段は、
通常、危険有害性を有する化学品が供給者の容器から作業場の容器もし
くはシステムに移し替えられる場合や、化学品が作業場で製造され、販売
もしくは供給用の容器に収納されない場合に必要となる。作業場で製造さ
れる化学品は、様々な方法で容器に投入あるいは貯蔵される。例えば試
験もしくは分析用に集められた少量の試料や、弁、処理工程もしくは反応
容器を含む配管、鉱石運搬車、コンベアシステム、ばら積などが挙げられ
る。バッチ式製造工程においては、様々な化学物質の混合物を入れるの
に１つの混合容器が用いられる場合もある。
多くの状況において、完全なGHS のラベルを作成し、それを容器に添付

することは、容器のサイズによる制約や工程用の容器に近づけないなど
の理由から現実的ではない。化学品が供給用容器から移し替えられるよう
な作業場としては、例えば、研究所での試験または分析用容器、貯蔵容器
パイプまたは反応システム、1 人の作業者が化学品を短時間だけ利用す
るための一時的な容器などがある。すぐ利用するために分取した化学品
には主要成分についてラベルで示し、使用者に供給者のラベル情報と
SDS を直接参照させることが必要となろう。
このすべてのシステムにおいて、危険有害性に関する明確な情報の伝

達が保証されるべきである。労働者には作業場で用いられる情報伝達の
方法について理解できるような訓練をするべきである。代替手段の例とし
ては、GHS シンボルおよびその他の予防対策を表した絵表示とともに製
品の特定名を用いる、パイプや容器に含まれる化学品の識別を行うため
にSDS とともに複雑なシステムの工程にはフローチャートを用いる、配管
および工程の設備にGHS 系のシンボル、色、注意喚起語を使った表示を
行う、固定配管には恒久的な掲示を行う、バッチ式混合容器の表示にバッ
チ表示や配合表を用いる、危険有害性シンボルおよび製品の特定名を示
す配管標識を用いる、などがある。

ＩＬＯ
ＩＬＯ１７０号

条約

第７条

１．すべての化学物質については、物質名を示すために標章を付す。

○

２．有害な化学物質については、１の規定に加え、労働者が容易に理解で
きる方法で、それらの物質の分類、それらの物質の有する有害性及び遵
守されるべき安全上の予防措置に関する不可欠な情報を提供するために
ラベルを付す。

第1１条
使用者は、化学物質を他の容器又は設備に移転するときは、労働者が

化学物質の物質名、使用に伴う有害性及び守られるべき安全上のいかな
る予防措置も知り得るように化学物質の内容を明示することを確保する。



◇ 実績
1. 化学物質管理者研修（注2） ・・・5，819人（平成18年度～ 全国計60回）
2. モデル事業場指導（注2） ・・・96事業場（平成20年、平成21年）
3. 相談窓口 ・・・計 1,795件（平成18年～ ）

◇ アンケート調査の結果（対象：化学物質管理者研修に参加した事業場のうちの500事業場 ）
1. リスクアセスメントを実施している割合は、全事業場で35％（中小規模事業場30％）であるが、今後実施す
る予定まで含めると、78％（中小規模事業場73％）

2. 今後も実施する予定がない事業場が、全事業場で22%、中小規模事業場で27％と、4分の1程度
3. 導入している手法
・ 国のリスク指針（以下「リスクアセスメント指針」）・・・69％
・ 自社独自方式…19％
・ コントロールバンディング…4％

4. リスクアセスメント実施上の課題として、事業場規模にかかわらず、「人材がいない又は不足」が最も多く、
次いで「実施する時間がない」、「リスクアセスメントに基づく措置決定時の判断基準がよく分からない」等が
挙げられている。

（注1）中央労働災害防止協会への委託事業
（注2）化学物質管理者研修とモデル事業場指導は、21年度で事業終了

化学物質管理支援事業（注1）による普及徹底



出典：EMKG-暴露評価 液体の部 （Exposure assessment part for liquids） ドイツ連邦労働安全衛生研究所

揮発性のバンドの定義 ？

バンド 常温での性状（～20℃） 作業温度（o.t.）（℃） 蒸気圧（作業温度でのkPa） 選択肢のインプット ？

低 沸点が150℃超 b.p.≧5×o.t.＋50 ＜0.5
沸点［℃］と作業温度［℃］

中 沸点が50～150℃ それ以外の場合 0.5-25

高 沸点が50℃未満 b.p.≦2×o.t.＋10 ＞25 沸点（b.p.） 作業温度（o.t.）

使用量のバンドのスケール ？ 短時間暴露 ？ １m2を超える表面への使用 ？

バンド 定 義
8時間のシフト勤務の中で当該作業が15
分を超えるか？

例、塗装、接着剤その他、１勤務シフトの中で１リット
ルを超える使用される製品の使用小 mℓ（1ℓまでの液体）

中 ℓ （バッチサイズが１～1000ℓの液体）
はい いいえ はい いいえ

大 m3（バッチサイズが１m3を超える液体）

＊はいと答えた場合はいいえに比べ結束EPバンドが1
バンド高くなる。

制御措置 ？

1 全体換気 適切な全体換気設備を備え、良好な作業が行われている。

2 工学的な制御 局所排気装置を備え（例、単一吸気口で、部分的囲いがあるが、密閉化はされてはいない。）良好な作業が行われている。

3 密閉化 囲込がなされるが、小さな漏出口はあり、良好な作業が行われている。

ばく露の可能性のバンド（EP） 予測されるばく露のレンジ：液体

EPのバンド
使用量のバ

ンド
揮発性のバ

ンド
内容

制御手段

予測される粉塵のばく露レベル、PPM

1 小量
低又は中程

度
mℓ単位の低揮発性の液体 EPバンド１ EPバンド２ EPバンド３ EPバンド４

2

小量 高い mℓ単位の中程度又は高揮発性
の液体、ℓ又はm3単位の低揮発
性の液体

（mℓ単位の低揮発性の液
体）

（mℓ単位の中程度又は高
揮発性の液体、ℓ又はm3
単位の低揮発性の液体）

（m3単位の中程度揮発性
の液体、ℓ単位の中程度又

は高揮発性の液体）

（m3単位の高揮発性の液
体）

作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分

中又は大量
中程度又は

低い
1 <0.5 <5 0.5-5 5-50 5-50 50-500 5-500 ＞500

3

大量 中程度 m3単位の中程度揮発性の液体、
ℓ単位の中程度又は高揮発性の
液体

2 <0.05 <0.5 0.05-0.5 0.5-5 0.5-5 5-50 0.5-50 5-500

中量
中程度又は

高い
3 <0.05 <0.05 <0.05 0.05-0.5 0.05-0.5 0.5-5 0.05-0.5 0.5-5

4 大量
中程度又は

高い
m3単位の高揮発性の液体

より簡便なリスクアセスメントの入力票（イメージ）

出典：EMKG-暴露評価 固体の部 （Exposure assessment part for solids） ドイツ連邦労働安全衛生研究所

粉塵の発生のバンドの定義 ？

バンド 性 状

低 ペレット状で非繊維状の固体。使用中に粉塵がみられたとの証拠はほとんどない。例： PVCペレット、ワックス

中 結晶、粒状固体。使用時には発塵がみられるが、すぐに沈降する。使用後には表面に粉塵が確認される。例：粉石けん、粉砂糖

高 微細、軽量パウダー。使用時には粉塵が舞い、数分間空気中を漂う。例：セメント、酸化チタン、コピー用トナー

使用量のバンド ？ 短時間暴露 ？
バンド 定 義 8時間のシフト勤務の中で当該作業が15

分を超えるか？小 g （バッチサイズが1kgまでの固体）

中 kg（バッチサイズが１～1000kgの固体）
はい いいえ

大 ｔ （バッチサイズが１トンを超える固体）

制御措置 ？

制御手段 タイプ 制御手段の内容

1 全体喚気 適切な全体喚気設備を備え、良好な作業が行われている。

2 工学的な制御 局所廃棄装置を備え（例、単一吸気口で、部分的囲いがあるが、密閉化はされてはいない。）良好な作業が行われている。

3 密閉化 囲込がなされるが、小さな漏出口はあり、良好な作業が行われている。

ばく露の可能性のバンド（EP） 予測されるばく露のレンジ：固体

EPのバンド
使用量のバ

ンド
粉塵発生の

バンド
内容

制御手段

予測される粉塵のばく露レベル、mg/m3

1 小量
低又は中程

度
g単位の低又は中程度の発塵性
の固体

EPバンド１ EPバンド２ EPバンド３ EPバンド４

2

小量 高い
g単位の高発塵性の固体、kg又は
t単位の低発塵性の固体

（g単位の低又は中程度の
発塵性の固体）

（g単位の高発塵性の固体、
kg又はt単位の低発塵性

の固体）

（kg単位の中程度又は高
発塵性の固体）

（t単位の中程度又は高発
塵性の固体）

作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分 作業≦15分 作業＞15分

中又は大量 低い 1 0.001-0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 0.1-1 0.1-1 1-10 1-10 >10

3 中量
中程度又は

高い
kg単位の中程度又は高発塵性の
固体

2 <0.001 0.001-0.01 0.001-0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 0.1-1 0.1-1 1-10

4 大量
中程度又は

高い
t単位の中程度又は高発塵性の
固体

3 <0.001 <0.001 <0.001 0.001-0.01 0.001-0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 0.1-1



有害物の規制（有機則、特化則、鉛則）の現状）

内容 概要

① 管理体制等 管理体制、技能講習等

② 作業環境測定（屋内のみ） 有害物を取り扱う作業場における当該物質の空気中における濃度を測定

作業環境測定結果に基づく措置 作業環境測定結果に応じた設備改善等を実施

作業環境測定結果の取扱い 結果の記録等

③ 設備 局所排気装置の設置等

換気装置の性能 制御風速(有機溶剤)、抑制濃度(特定化学物質、鉛等）により稼働要件を規定

設備の代替手段 エアカーテン、有機溶剤に水等を浮かべる等による代替手段を規定

④ 保護具 呼吸用保護具、保護衣の備付け

⑤ 健康診断 有害物を取り扱う労働者への健康診断の実施

健康診断結果に基づく措置 健康診断結果に基づく措置（就業場所の変更等）

健康診断結果の取扱い 行政への結果報告、労働者への周知、結果の記録等

作業環境測定結果の評価について



A測定、B測定と個人サンプラ―による測定の比較

個人サンプラーによる測定の具体的な手法


